
 

 

審査情報提供事例について 

 

審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、

診療報酬点数表及び関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的・歯科医学的見解に

基づいて行われています。 

一方、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査にお

ける一般的な取扱いについて広く関係者に情報提供を行い、審査の透明性を高めるこ

ととしております。 

このため、平成１６年７月に「審査情報提供検討委員会」、平成２３年６月に「審査

情報提供歯科検討委員会」を設置し、情報提供事例の検討と併せ、審査上の一般的な

取扱いに係る事例について、情報提供を行ってまいりました。 

今後とも、当該委員会において検討協議を重ね、提供事例を逐次拡充することとし

ておりますので、関係者の皆様のご参考となれば幸いと考えております。 

なお、情報提供する審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、

当該診療行為の必要性、用法・用量の妥当性などに係る医学的・歯科医学的判断に基

づいた審査が行われることを前提としておりますので、本提供事例に示された適否が、

すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるもの

ではないことにご留意ください。 

 

平成２３年９月 

 



１ 歯科疾患管理料 

《平成２３年９月２６日新規》 

《令和２年９月２８日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、診療開始日から４か月以上経過した患者に対して、「Ｇ」病名

のみで、歯科疾患管理料のみの算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯科疾患管理料は、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者（有床義

歯に係る治療のみを行う患者を除く。）に対して病状が改善した歯科疾患等の

再発防止及び重症化予防のための継続管理を評価したものであることから、

歯肉炎に対する一定の治療終了後に、患者の様態等によっては、継続的な管理

のみで再発防止及び重症化予防を行う場合もある。 

○ 留意事項 

処置等の算定がない歯科疾患管理料のみの算定が傾向的に見られる場合に

あっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。 



 
 

２ 歯科衛生実地指導料 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

《平成２４年８月２７日更新》 

《平成２８年８月２９日更新》 

《令和２年９月２８日更新》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、実日数１日で抜歯を行った場合、他部位において歯科疾患があ

る時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  Ｂ００１‐２ 歯科衛生実地指導料の通知に、歯科疾患に罹患している患

者であって、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して、主治の歯科

医師の指示を受けた歯科衛生士が、１５分以上実施した場合に算定とあるこ

とから、抜歯を行った当日であっても、指導は可能であり、通知に該当すると

考えられる。 

  



３ 投薬 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯の亜脱臼であっても歯科医学的に必要な場合は、投薬を認める。 

 

○ 留意事項 

投薬する薬剤については、その適応や用法・用量を考慮して投薬すること。 



４ 歯髄保護処置 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同月内で「Ｃ→Ｐｕｌ」の移行病名で、間接歯髄保護処置後、

抜髄を行った場合、それぞれの算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯髄の保存・鎮静を図る目的で間接歯髄保護処置を行ったが、疼痛等が出

現し、やむを得ず抜髄に至ることは歯科医学的にあり得る。歯髄温存療法実

施後３月以内又は直接歯髄保護処置実施後１月以内に抜髄を行った場合には、

通常の抜髄と別途の所定点数が告示で定められているが、間接歯髄保護処置

については示されていない。この場合、間接歯髄保護処置を行った時点で抜

髄は予見できないため各々の算定は認められる。 



 
 

５ 歯周病処置 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

《令和６年９月３０日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケ

ットに対して特定薬剤を使用し、歯周病処置を算定した場合に、同時に抗菌薬

を投薬した場合の費用の算定についても認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  急性症状の程度によっては、歯周ポケットへの特定薬剤の使用にあわせ、

抗菌薬の投与が必要な場合も考えられる。 

 



 
 

６ 暫間固定 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

《令和２年９月２８日更新》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、外傷による歯の亜脱臼の場合は、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」

病名で「Ｉ０１４ 暫間固定 ２ 困難なもの」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯が亜脱臼状態であっても外傷性による歯の脱臼と同様に暫間固定を必要

とすることは、歯科医学的な観点から、あり得る。Ｉ０１４ 暫間固定の通知

に「次の場合においては、「２ 困難なもの」により算定する。 イ 外傷性

による歯の脱臼を暫間固定した場合」と示されている。 

  



７ 口腔内消炎手術① 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同月内に日を異にして、切開と消炎後の抜歯が実施された場

合、切開に係る口腔内消炎手術の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 辺縁性歯周炎等の急性症状を緩解させた後、抜歯を行うことも必要な場合

がある。また歯肉膿瘍等に対して歯の保存を図る目的で消炎手術を行った後、

やむを得ず抜歯に至ることも考えられる。 

 

○ 留意事項 

抜歯前の口腔内消炎手術の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療

機関に対する照会が必要であると思われる。 



８ 口腔内消炎手術② 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「萌出性歯肉炎」病名での、口腔内消炎手術にある「智歯周

囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科医学的な観点から、萌出性歯肉炎であっても、歯肉弁切除を必要とす

ることもある。 



９ う蝕歯即時充填形成 
 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、再度初診となった場合、前回充填した同一部位に対し、６か

月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 再初診の算定要件を満たす場合には、新たな疾患が生じ受診したものと考

えられることから、同一部位へのう蝕歯即時充填形成は歯科医学的にあり得

ると考えられる。 

 

○ 留意事項 

再初診の算定要件に留意するとともに、６か月以内の再度のう蝕歯即時充

填形成の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が

必要であると思われる。 



１１ 歯科衛生実地指導料② 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

《平成２４年８月２７日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、初診月において、「Ｇ」病名のみで歯周病検査の算定がない

場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病検査の算定がない場合であっても、Ｇ病名の診断は可能であること

から、歯肉炎に罹患している患者に対する歯科衛生実地指導料の算定は認め

られる。 



１２ 歯科衛生実地指導料③

《平成２４年２月２７日新規》 

《令和２年９月２８日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、「ダツリ，Ｃ」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了す

る場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科衛生実地指導料は、歯科疾患に罹患している患者であって、歯科衛生

士による実地指導が必要なものに対して算定できるものであり、う蝕処置を

行い、再装着のみの処置であっても、う蝕の発生抑制のための指導を行うこ

とは歯科医学的にもあり得ることから、算定は認められる。 



１３ 歯周病検査

《平成２４年２月２７日新規》 

《平成２４年８月２７日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、「歯石沈着症（ＺＳ）」病名のみに対しては、歯周病検査の

算定は認めない。 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯石沈着症（ＺＳ）は、学術的にも明確な定義がないことや、病態等では

なく、単に歯石沈着という状態を示していることから、この病名だけで、歯

周病の症状の把握や治療方針等の検討を行う歯周病検査の算定は適切でない

と考えられる。 



１４ 咬合調整 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、画像診断の算定のない、「咬合性外傷」病名での歯冠形態修

正による咬合調整の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯科医学的観点から、歯冠形態修正による咬合調整を行うにあたっては、

必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。 

 



 
 

１５ 抜歯前提の消炎拡大処置及び口腔内消炎手術 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同月内において「Ｐｅｒ,ＡＡ」病名で抜歯予定の消炎拡大と

切開との併算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯科医学的観点から、骨膜下の膿瘍に対する、抜歯予定の消炎拡大と切開に

ついては、別々の治療行為であると考えられる。 

  



 
 

１６ 歯周病処置② 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同一診療月で同一歯に対して、「Ｐ急発」病名で歯周病処置の

みを行い、後日抜歯に至った場合、当該歯周病処置の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 抜歯に至ったとしても、それ以前に実施された歯周病処置は、急性症状を軽

減させるための消炎処置であることから、歯科医学的にはあり得るものと考

えられる。 

 

○ 留意事項 

抜歯前の歯周病処置の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関

に対する照会が必要であると思われる。 

  



１７ 歯槽骨整形手術 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「Ｐｅｒ→歯槽骨鋭縁」の移行病名において、同月内に日を

異にして実施された抜歯手術と同一部位の歯槽骨整形手術の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 抜歯手術後に、日をおいて歯槽骨整形手術を行うことは歯科医学的にあり

得ることから、日を異にした場合のそれぞれの算定は認められる。 

 



１８ 口腔内消炎手術③ 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、粘膜下に歯冠を触知するような萌出困難な歯に対して開窓術

を行った場合は、同一初診中に画像診断がないものであっても、「Ｊ０１３ 

口腔内消炎手術 １ 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」での算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯科医学的な観点から粘膜下に歯冠を触知できる萌出困難な歯の開窓術に

ついては、必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。 

 



１９ 歯科疾患管理料② 

 

《平成２４年８月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、

歯科疾患管理料の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  口腔を一単位としてとらえ、抜歯対象となった当該歯のみに限らず、生活

習慣、口腔環境の改善を図る継続管理を評価した歯科疾患管理料の主旨から

当該管理料の算定は認められる。 

 

○ 留意事項 

歯科疾患管理料の管理の継続性や必要性に基づき判断することが必要であ

ると思われる。 



２０ 顎運動関連検査 

 

《平成２４年８月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、咬合採得と同時算定でない顎運動関連検査の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  咬合採得と顎運動関連検査を同時に実施しないことは、歯科医学的にもあ

り得ることから、咬合採得と同時算定でない咬合採得後の顎運動関連検査の

算定は認められる。 



２１ 投薬② 

 

《平成２４年８月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名のみで、スケーリング実施後に出現した疼痛に対

する鎮痛剤の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 Ｐ病名であってもさまざまな病態があり、必要に応じて鎮痛剤の投与は十

分に考えられることから、スケーリング実施後に発現した疼痛に対する鎮痛

剤の投与は認められる。 

 



２２ 知覚過敏処置 

 

《平成２４年８月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同一診療月で同一歯において、「Ｐ」及び「Ｈｙｓ」病名で

知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定

を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  抜歯に至ったとしても、それ以前に実施された知覚過敏処置は症状を緩解

させるための処置であることから、歯科医学的にはあり得るものと考えられ

る。 



２３ う蝕薬物塗布処置

《平成２４年８月２７日新規》 

《平成２８年８月２９日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、著しく歯科診療が困難な者に対し、永久歯の前歯に対するう

蝕薬物塗布処置の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

 著しく歯科診療が困難な状況によっては、永久歯の臼歯と同様に処置後の

自己管理が十分にできない場合もあり、永久歯の前歯に対してう蝕薬物塗布

処置を行うことは歯科医学的にもあり得ることから、算定は認められる。 



２４ 歯周基本治療 

 

《平成２４年８月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にあ

る患者に対し、再度のＳＲＰを繰り返し一定間隔で行うことを認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 一時的に病状が安定した状態であっても、部位によっては、再度のＳＲＰ

が必要な場合もあり得ることから、算定は認められる。 

 

○ 留意事項 

  同一歯に対し、短期間で繰り返し実施される場合や連月にわたり全歯に実

施される場合などについては、事例ごとに判断する必要があると思われる。 

 
 



２５ 根管充填 

 

《平成２５年３月１８日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、根管充填後に、歯根破折等で抜歯に至った場合、当該根管充

填の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯を保存するために行った根管充填後に、歯根破折等でやむを得ず抜歯に

至ることは臨床上あり得るものと考えられる。 



 
 

２６ 歯周基本治療及び歯周外科手術 

 

《平成２５年３月１８日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、１日で全顎のスケーリングを実施した場合の、全歯に対する

ＳＲＰ、歯周外科手術に係る費用の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病の病態はさまざまであり、１日でスケーリングを実施することは、

歯科医学的にもあり得る。また、その後の歯周病検査の結果によっては、歯

周病の進行の程度、根面の状況により、全歯に対するＳＲＰや必要な部位の

歯周外科手術を実施することも考えられる。 

  



２７ 歯冠修復物又は補綴物の除去 

 

《平成２５年３月１８日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同月内に「Ｃ→Ｐｕｌ」の移行病名で、レジン充填後に抜髄

を行った場合、抜髄を行う際の除去の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯髄の保存を図る目的でレジン充填を行った後、やむを得ず抜髄に至るこ

とは臨床上あり得ることから、同月内に抜髄に伴うレジン充填の除去は考え

られる。 



２８ 抜歯手術（埋伏歯） 

 

《平成２５年３月１８日新規》 

《平成２８年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「智歯周囲炎(Ｐｅｒｉｃｏ)」病名で「Ｊ０００ 抜歯手術 

４ 埋伏歯」の算定は認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  「Ｊ０００ 抜歯手術 ４ 埋伏歯」の算定にあたっては、算定要件が定

められており、Ｐｅｒｉｃｏ病名のみでは算定要件に合致しないことから、

認められない。 



２９ う蝕歯インレー修復形成 

 

《平成２５年３月１８日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、インレー装着後、同月内にＰｕｌ症状で抜髄を行った場合、

抜髄前のう蝕歯インレー修復形成、印象採得、咬合採得及びインレー装着の

算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  インレー装着後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは、臨床上あ

り得るものと考えられる。 



３０ 咬合採得 

 

《平成２５年３月１８日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、乳歯金属冠の装着にあたり間接法で行う場合、「Ｍ００６ 咬

合採得 １ 歯冠修復」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 乳歯金属冠の装着にあたり間接法で行う場合に、咬合採得を行うことは、

歯科医学的にあり得るものと考えられる。 

 



３１ 抜歯手術② 

《平成２５年８月２６日新規》 

○ 取扱い 

 原則として、「歯の脱臼」病名で抜歯手術の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  「歯の脱臼」病名での抜歯は臨床上あり得るものと考えられる。 



 
 

３２ 歯周外科手術 

 
《平成２５年８月２６日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 
○ 取扱い 

  原則として、歯内療法及び根面被覆を行って積極的に保存した残根に対す

る歯周外科手術の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯内療法及び根面被覆を行って積極的に保存した残根に対する歯周外科手

術を実施することは、臨床上あり得るものと考えられる。 

  



３３ 口腔内装置（止血シーネ） 

《平成２６年２月２４日新規》 

《令和２年９月２８日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、「後出血」病名で、印象採得のない場合の止血シーネの算定を

認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  止血シーネは、事前に印象採得を行い模型上で製作するものであるが、印

象採得を行わず直接法で止血シーネを製作することもあり得る。 



３４ 咬翼法撮影 

 

《平成２６年８月２５日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名のみで、臼歯部に対して咬翼法撮影を行った場合

の歯科エックス線撮影の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  臼歯部の咬翼法撮影により得られる歯周組織の状態等の画像情報が歯周治

療に有用となる場合があるものと考えられる。 



３５ 暫間固定② 

 

《平成２６年８月２５日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、初診月に、「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で画像診断

を行っていない場合の「Ｉ０１４ 暫間固定 ２ 困難なもの」の算定を認

める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名において、画像診断により歯根膜、

歯槽骨等の状態に関する画像情報を得ることは有用であるが、患者の状態や

口腔状態等から、画像診断を行わずに暫間固定（困難なもの）の必要性につ

いて判断し得る場合があるものと考えられる。 



３６ 口腔内装置② 

《平成２６年８月２５日新規》 

《令和２年９月２８日更新》 

○ 取扱い 

  原則として、同一初診期間中で６か月を経過し必要があって再製作した口

腔内装置に係る費用の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  口腔内装置は、患者の咬合状態の変化や破損等により、再製作が必要とな

る場合があるものと考えられる。 

○ 留意事項 

本取扱いは、口腔内装置を製作後、６か月経過している場合に口腔内装置

の再製作に係る費用の算定を認める取扱いを画一的又は一律的に適用するも

のではない。 

また、６か月未満に口腔内装置を再製作した場合は、事例ごとに判断する

必要があると思われる。 

なお、口腔内装置の再製作が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関

に対する照会が必要であると思われる。 



３７ 時間外緊急院内画像診断加算 

 

《平成２７年８月３１日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯科診療において緊急に画像診断を行う必要があって、処置、

手術の実施がなく、点滴注射が実施されている場合における時間外緊急院内

画像診断加算の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患

者以外の患者に対して、緊急に画像診断を行う必要性を認め画像撮影及び診

断を実施し、当該診断の結果、点滴注射のみを実施する場合があるものと考

えられる。 



３８ う蝕歯インレー修復形成② 

《平成２７年８月３１日新規》 

○ 取扱い 

 原則として、印象採得を算定し咬合採得の算定がないう蝕歯インレー修復

形成の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  一般的には、う蝕歯インレー修復形成を行う場合は咬合採得が必要となる

が、対合歯が存在しない等、咬合状態により印象採得後、咬合採得を必要と

せずインレー修復による治療が可能となる場合もあると考えられる。 



３９ う蝕薬物塗布処置② 

《平成２８年２月２９日新規》 

《平成２８年８月２９日更新》 

○ 取扱い 

  原則として、同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修

復形成を行った歯に対して、後日、他歯面に対して行ったう蝕薬物塗布処置

の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った後、

診療状況等によって同一歯の他歯面に生じたう蝕に対して、う蝕薬物塗布処

置が必要となる場合がある。 

○ 留意事項 

  同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行っ

た歯の他歯面に対するう蝕薬物塗布処置の算定が傾向的にみられる場合にあ

っては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。 



４０ 暫間固定装置修理 

《平成２８年２月２９日新規》 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定

を認めない。 

○ 取扱いを定めた理由 

  暫間固定装置修理の算定にあたっては、対象となる診療内容についての要

件が定められており、また、傷病名として「ハセツ」病名があることから、

「Ｐ」病名のみでの当該処置の算定は適切でない。 



４１ 歯冠修復物又は補綴物の除去② 

《平成２８年２月２９日新規》 

○ 取扱い 

 原則として、歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去及び歯内療法を行い、

同月内に日を異にして抜歯となった場合における除去の費用の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去及び歯内療法を行ったものの、当初

予見されなかった症状や歯の状態の変化等により後日やむを得ず抜歯となる

場合が臨床上あり得る。 

○ 留意事項 

  同月内に歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去及び歯内療法を行った後に

抜歯の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必

要であると考えられる。 



 
 

４２ フッ化物歯面塗布処置 

 

《平成２８年２月２９日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕処置を行った同一歯に対して同時に行った「Ｉ０３１ フ

ッ化物歯面塗布処置 ２ 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」を認

める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  診療状況や患者の状態等によってう蝕処置を行った同一歯に対して、同時

にう蝕の抑制等を目的としたフッ化物歯面塗布処置が必要となる場合がある。 

  



４３ う蝕歯即時充填形成② 

《平成２８年２月２９日新規》 

○ 取扱い 

  原則として、「咬耗症（Ａｔｔ）」病名に対するう蝕歯即時充填形成の算

定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の咬耗症における象牙質・エナメル質の欠損状態や症状等によりう蝕歯

即時充填形成が必要となる場合がある。 



４４ う蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料 

《平成２８年２月２９日新規》 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Ｐｕｌ」病名で

抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料

の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕歯即時充填形成後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは、臨

床上あり得る。 

○ 留意事項 

  う蝕歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Ｐｕｌ」病名で抜髄を行った

場合の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必

要であると考えられる。 



４５ 抜歯手術③（難抜歯加算） 

《平成２８年８月２９日新規》 

○ 取扱い 

 原則として、「残根（Ｃ４）」病名に対する難抜歯加算の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  抜歯手術の難抜歯加算の要件である骨の開さく又は歯根分離術等の必要性

は、歯根の形態（歯根肥大、歯根彎曲等）や骨の癒着の有無だけではなく、

う蝕の歯質への進行状態によっても影響を受けるものであり、特に「残根

（Ｃ４）」病名に対する抜歯の際は、抜歯鉗子や挺子の使用が困難となり、骨

の開さく等が必要となる場合がある。 



４６ う蝕処置 

《平成２９年２月２７日新規》 

○ 取扱い 

  原則として、間接歯髄保護処置後、同月内に日を異にして同一歯に暫間充

填を行った場合、う蝕処置の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  間接歯髄保護処置を行った後、疼痛の発生等の症状によりやむを得ず当該

処置に伴う暫間充填を改めて行う場合があり、こうした場合においては、暫

間充填としてのう蝕処置が必要となる。 

○ 留意事項 

  間接歯髄保護処置後、同月内に日を異にして同一歯に対するう蝕処置の算

定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要である

と考えられる。 



４７ 咬合調整② 

 

《平成２９年２月２７日新規》 

《令和３年９月２７日更新》 

 

○ 取扱い 

原則として、乳歯に対する咬合調整の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  乳歯であっても、歯の支持組織の負担軽減等を図るために咬合調整を行う

ことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



４８ 有床義歯床下粘膜調整処置 

《平成２９年２月２７日新規》 

○ 取扱い 

  原則として、有床義歯床下の残根の抜歯後、同日に行われた有床義歯床下

粘膜調整処置の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯の再製作又は有床義歯内面適合法（床裏装）が必要となる場合に

おいて、有床義歯床下の残根部位の症状、抜歯後の歯肉の状態及び有床義歯

床下の粘膜異常部位の状態等から、臨床上、残根の抜歯を行った日に有床義

歯床下粘膜調整処置を行う場合がある。 



４９ 伝達麻酔 

《平成２９年２月２７日新規》 

○ 取扱い 

 原則として、下顎大臼歯部の「歯槽膿瘍（ＡＡ）」病名に対する口腔内消炎

手術を行う際の伝達麻酔の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  炎症のある下顎大臼歯部に対する浸潤麻酔は比較的奏効しにくいため、当

該部位の「歯槽膿瘍（ＡＡ）」病名に対して口腔内消炎手術を行う場合には、

下顎孔への伝達麻酔によって良好な麻酔効果が期待できる。 



５０ 初期う蝕早期充填処置 

 

《平成２９年８月２８日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、前歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  初期う蝕早期充填処置は、原則として、幼若永久歯又は乳歯のう蝕好発部

位である小窩裂溝を歯科用充填材料で封鎖することによりう蝕の重症化を抑

止する治療であるが、臼歯だけではなく、小窩を有する前歯に対しても有効

である。 

 

○ 留意事項 

  一般的に、下顎前歯に対する初期う蝕早期充填処置については、歯の形態

等からその必要性は乏しいものと考えられるが、癒合歯又は双生歯等に対し

ても有用となる場合があることから、必要に応じて医療機関に対して照会等

を行い、個々の症例により判断する必要がある。 

 

  



５１ 歯周基本治療② 

 

《平成２９年８月２８日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、混合歯列期における再度のスケーリングの算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  混合歯列期において、乳歯と永久歯の混在等により口腔清掃状態が良好で

はなく、歯石を繰り返し生成することがあり、この場合には再度のスケーリ

ングが必要となる。 

 

  



 
 

５２ 歯周病安定期治療 

 

《平成２９年８月２８日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名に対して、スケーリング（再スケーリングを含む。）

のみを実施した場合における歯周病安定期治療の算定は認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病安定期治療は、スケーリング・ルートプレーニング後の歯周病検査

又は歯周外科手術等を行った後の歯周病検査の結果、一部に深い歯周ポケッ

トや根分岐部病変が残存しているため歯周組織の健康は回復していないが、

病変の進行は停止している状態において必要であるとされており、一般的に

は、歯周病安定期治療の対象となる歯周病の治療としては、スケーリング・ル

ートプレーニングが必要であると考えられる。 

 

○ 留意事項 

  全身状態等によりスケーリング・ルートプレーニングが実施できない特段

の理由がある場合においては、個々の症例により適切に判断する必要がある。 

  



５３ 口腔内装置修理 

《平成３０年２月２６日新規》 

《令和２年９月２８日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、口腔内装置に係る「ハセツ」病名がない場合には、「Ｉ０１７

－２ 口腔内装置調整・修理 ２ 口腔内装置修理」の算定を認めない。 

○ 取扱いを定めた理由 

  口腔内装置修理の算定にあたって、口腔内装置調整が診療報酬上別に評価

されていることや傷病名として口腔内装置に係る「ハセツ」病名があること

等から、当該病名を記載することが適切である。 

○ 留意事項 

  傷病名と診療状況の関係等が不明な場合には、必要に応じて医療機関に対

して照会を行い個々の症例により判断する必要がある。 



５４ 支台築造 

 

《平成３０年２月２６日新規》 

《令和３年９月２７日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、冠ダツリ再装着時に支台築造を再製作する場合に「Ｍ００２ 

支台築造 ２ 直接法」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  脱離した歯冠補綴物の再装着にあたって、当該歯の形態等により直接法に

よる支台築造を行うことにより当該歯冠補綴物を再装着し使用できる場合が

ある。 

  



５６ 暫間固定➂ 

 

《平成３０年８月２７日新規》 

《令和３年９月２７日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名で、歯周病検査の算定がない暫間固定の算定を認め

る。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病の診断を行うための初回の歯周病

検査が実施できない場合においても、暫間固定を必要とする場合がある。 

 



５７ 写真診断 

 

《平成３１年２月２５日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「Ｈｙｓ」病名で、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場

合）の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）の画像情報が、硬組織疾患の

鑑別診断に有用な場合がある。 



５８ 歯科用３次元エックス線断層撮影 

 

《令和元年８月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、顎変形症に対して歯科用３次元エックス線断層撮影の算定を

認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  顎変形症に対する診断や治療計画を立案する上で、顎骨や顎関節の形態等

を３次元で把握するために歯科用３次元エックス線断層撮影の画像情報が有

用な場合がある。 

 



５９ 咬合調整③ 

《令和元年８月２６日新規》 

○ 取扱い 

 原則として、歯の鋭縁に対して咬合調整の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の鋭縁が接触した場合に、歯又は歯周組織に対する過重圧がかかるため、

これらの部位に対する負担を軽減するために咬合調整を行う必要が臨床上あ

り得るものと考えられる。 



６０ 知覚過敏処置② 

《令和元年８月２６日新規》 

○ 取扱い 

 原則として、乳歯に対して知覚過敏処置の算定を認める。 

○ 取扱いを定めた理由 

  乳歯については、解剖学的形態等により象牙質知覚過敏症が発症すること

があり、知覚過敏処置を行うことが必要となる場合がある。 



６１ 歯髄保護処置② 

《令和２年２月２６日新規》 

○ 取扱い 

  原則として、非う蝕性の実質欠損に対して「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ２ 

直接歯髄保護処置」又は「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ３ 間接歯髄保護処置」

の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由 

  非う蝕性の実質欠損であっても、外的刺激等によって歯髄に炎症を引き起

こし、疼痛等が発現することがあり、この場合において、歯髄保護を目的とし

て直接歯髄保護処置又は間接歯髄保護処置が必要となる場合がある。



 

６２ 写真診断② 

 

《令和２年９月２８日新規》 

 
○ 取扱い 

  原則として、「磨耗症（Ａｂｒ）」、「咬耗症（Ａｔｔ）」、「酸 症（Ｅｒｏ）」

又は「エナメル質形成不全（ＥＨｐ）」病名で、歯科エックス線撮影（全顎撮

影以外の場合）の算定を認める。 
 
○ 取扱いを定めた理由 

  歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）の画像情報が、硬組織疾患の鑑

別診断に有用な場合がある。 
 



６３ 歯根端切除手術 

《令和２年９月２８日新規》 

○ 取扱い 

  原則として、「歯根嚢胞（ＷＺ）」病名のみで歯根嚢胞摘出手術と併せて行

った歯根端切除手術の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由 

  歯根端切除手術は、病巣の発生原因となった歯根端を切除する手術である

ため、算定にあたっては、「歯根嚢胞（ＷＺ）」病名に併せて、歯根端切除手

術に係る傷病名の記載が適切である。 



６４ 伝達麻酔② 

《令和２年９月２８日新規》 

○ 取扱い 

  原則として、下顎第一小臼歯に対して伝達麻酔の算定を認める｡

○ 取扱いを定めた理由 

  炎症症状等があり浸潤麻酔が比較的奏効しにくい場合は、下顎臼歯部及び

その周囲の歯周組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が

期待できる。



 

６５ 細菌簡易培養検査 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄壊疽（Ｐｕエソ）」病名で、細菌簡易培養検査の算定を

認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感

染した状態であるため、根管内の細菌感染の有無を把握する細菌簡易培養検

査を行うことは有用である。 

  



 
 

６６ 歯周病検査③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、画像診断の算定がない「Ｄ００２ 歯周病検査 ２ 歯周精

密検査」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病の病態によっては、画像診断を行わなくても、４点以上のポケット

等を測定する歯周精密検査により歯周病の確定診断を行うことが臨床上あり

得るものと考えられる。 

  



 

６７ 顎運動関連検査② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検査の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  咬合関係をより正確に再現するため、仮床試適と顎運動関連検査を同日に

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

６８ 写真診断③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「咬合異常（Ｍａｌ）」病名で、画像診断の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  咬合異常により生じた歯周組織や顎関節等に対する病態や原因の診断に、

画像情報が有用な場合がある。 

  



 

６９ 写真診断④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画像診断の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯冠修復物が不適合又は破損した原因を診断するため、画像情報が有用な

場合がある。 

  



 

７０ 写真診断⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「上顎洞炎」病名で、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場

合）の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  上顎洞の炎症の原因等を把握するために歯科エックス線撮影の画像情報が

有用な場合がある。 

  



 

７１ 写真診断⑥ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）算定後、同一部位

に対する歯科エックス線撮影（全顎撮影の場合）の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）と歯科エックス線撮影（全顎撮

影の場合）では、撮影目的が異なることから、歯科疾患の症状や部位等によっ

て、最初に局所の撮影を行い、その後、全顎的に撮影を行うことが臨床上あり

得るものと考えられる。 

  



 

７２ 写真診断⑦ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、処置又は手術の算定がない、同月又は連月の複数回の歯科パ

ノラマ断層撮影の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  最初に撮影した歯科パノラマ断層撮影の画像情報と、処置又は手術を行わ

ずに同月又は連月で撮影した歯科パノラマ断層撮影の画像情報とを比較した

場合に、後者の撮影で新たに得られる情報は少ないことから、本撮影を複数

回行う必要性は乏しいと考えられる。 

 
○ 留意事項 

  新たに傷病が発生した場合や、処置又は手術後の経過を観察する場合に行

われた同月又は連月の複数回の歯科パノラマ断層撮影は、事例ごとに判断す

る必要があると考えられる。 
  



 

７３ 写真診断⑧ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、腐骨除去手術後の歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  腐骨除去手術後の顎骨の回復状態を診断するために歯科パノラマ断層撮影

の画像情報が有用である。 

  



 

７４ 写真診断⑨ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  開口障害の原因や顎関節の状態等を診断するために歯科パノラマ断層撮影

の画像情報が有用である。 

  



 

７５ 写真診断⑩ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の脱臼（Ｌｕｘ）」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の脱臼後の歯槽骨等の状態を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画

像情報が有用である。 

  



 

７６ 写真診断⑪ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「下顎隆起」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  下顎隆起の病態を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用

である。 

  



 

７７ 歯科用３次元エックス線断層撮影② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「顎骨腫瘍」病名で、歯科パノラマ断層撮影と同日に行われた

歯科用３次元エックス線断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  顎骨腫瘍に対する診断や治療計画を立案する上で、腫瘍の部位や範囲等を

より詳細に把握するために、歯科パノラマ断層撮影で診断が困難であった場

合に歯科用３次元エックス線断層撮影の画像情報が有用な場合がある。 

  



 

７８ 歯科用３次元エックス線断層撮影③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、埋伏智歯で、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）、歯

科エックス線撮影（全顎撮影の場合）又は単純撮影（その他の場合）後の歯科

用３次元エックス線断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  埋伏智歯の位置関係が２次元の撮影法で確認できなかった場合に、歯科用

３次元エックス線断層撮影によって埋伏歯の位置関係等を３次元的に確認す

ることが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

７９ 咬翼法撮影② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）」病名で、咬翼法撮影を行った

場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  象牙質知覚過敏症に対する診断や治療計画の立案を行う上で、咬翼法撮影

により得られる硬組織の状態等の画像情報が有用な場合がある。 

  



 

８０ 咬翼法撮影③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、上顎のみ又は下顎のみの疾患で、咬翼法撮影を行った場合の

歯科エックス線撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  上下顎いずれかのみの疾患であっても、診断や治療計画を立案する上で、

咬翼法撮影により得られる硬組織等の状態等の画像情報が有用な場合がある。 

  



 

８１ コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）＜医科点数表＞及び磁気共鳴コン

ピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「顎関節症」病名で、同日に、同一部位に対するコンピュータ

ー断層撮影（ＣＴ撮影）＜医科点数表＞と磁気共鳴コンピューター断層撮影

（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  顎関節症に対する診断や治療計画を立案する上で、ＣＴ撮影で顎関節の骨

の形態変化等を、ＭＲＩ撮影で顎関節円板の転位等を診断するために双方の

画像情報を用いる場合がある。 

  



 

８２ コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）＜医科点数表＞及び磁気共鳴コン

ピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、上顎洞炎手術後で同日のコンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）

＜医科点数表＞と磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点

数表＞の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  上顎洞炎手術後の状態やその後の治療計画を立案する上で、ＣＴ撮影で上

顎洞骨壁の破壊状況等を、ＭＲＩ撮影で肥厚した上顎洞粘膜の性状等を診断

するために双方の画像情報を用いる場合がある。 

  



 

８３ 磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「顎関節症」病名で、磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲ

Ｉ撮影）＜医科点数表＞の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  顎関節症に対する診断や治療計画を立案する上で、顎関節円板の転位等を

診断するために、ＭＲＩ撮影の画像情報が有用な場合がある。 

  



 

８４ う蝕処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、う蝕処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄炎は、う蝕に継発して生じる疾患であり、う蝕処置を行うことによっ

て歯髄の炎症症状を軽減させ、歯髄を温存することが臨床上あり得るものと

考えられる。 

  



 

８５ う蝕処置及び歯髄保護処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保護処置の算定を認

めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  脱離のみでは、その原因や状態が明らかでないため、算定にあたっては、う

蝕処置又は歯髄保護処置が必要とされる傷病名の記載が適切である。 

  



 
 

８６ 咬合調整④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名で、歯周病検査の算定がない歯周炎に対する咬合調

整の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病検査を実施する前に咬合調整を行

う場合が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

８７ 咬合調整⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、前歯部に対して歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  前歯部であっても、歯冠形態によって、歯又は歯周組織に過重圧がかかる

ため、これらの部位に対する負担を軽減するために歯冠形態修正を行う必要

が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

８８ 残根削合 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、第三大臼歯に対する残根削合の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  第三大臼歯であっても、治療上の必要性等から、歯根を保存するために残

根削合を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

８９ 歯髄保護処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の破折の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛が発生することがあ

り、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を行うことが臨床上あ

り得るものと考えられる。 

  



 

９０ 歯髄保護処置④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）、う蝕（Ｃ）」病名で、歯髄保

護処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  象牙質知覚過敏症を伴うう蝕の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛

が発生することがあり、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

９１ 歯髄保護処置⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「Ｉ００１ 歯髄保護

処置 ２ 直接歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の露出等により疼痛が認め

られた場合は、直接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



 

９２ 歯髄保護処置⑥ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕処置の算定がない「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ２ 直接

歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う窩が存在せずに、歯髄の露出等により疼痛が発生する場合は、疼痛を軽

減するために、う蝕処置を行わずに直接歯髄保護処置を行うことが臨床上あ

り得るものと考えられる。 



 

９３ 歯髄保護処置⑦ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「Ｉ００１ 歯髄保護

処置 ３ 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の炎症等により疼痛が認め

られた場合は、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



 

９４ 歯髄保護処置⑧ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）→う蝕（Ｃ）」の移行病名に対

して、「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ３ 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の症状が、象牙質知覚過敏症からう蝕に変化した場合は、疼痛を軽減す

るために、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

９５ 歯髄保護処置⑨ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕処置の算定がない「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ３ 間接

歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う窩が存在せずに、歯髄の炎症等により疼痛が発生する場合は、疼痛を軽

減するためにう蝕処置を行わずに間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり

得るものと考えられる。 

  



 

９６ 知覚過敏処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）」病名で、知覚過敏処置の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  知覚過敏処置は、露出した象牙質の疼痛を軽減するために行われる処置で

あり、算定にあたっては、象牙質が知覚過敏を有する状態を示す傷病名の記

載が適切である。 

  



 

９７ う蝕薬物塗布処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認

めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置は、う蝕の進行抑制を目的として行われるものであり、

算定にあたっては、「う蝕（Ｃ）」病名の記載が適切である。 

  



 

９８ う蝕薬物塗布処置④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、永久歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  永久歯のう蝕の進行を抑制するためにう蝕薬物塗布処置を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



 
 

９９ う蝕薬物塗布処置⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、スケーリングを行った歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を

認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯又は歯周組織の症状に応じて、歯周病に対する歯周基本治療を行った後

に、う蝕に対するう蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考え

られる。 

  



 

１００ 初期う蝕早期充填処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、初期う蝕早

期充填処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科診療で特別な対応が必要な患者は、う蝕に対する自己管理ができない

場合等、う蝕に対する重症化リスクが高いために、初期う蝕早期充填処置を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１０１ 歯内療法 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、大臼歯の根分離歯に対する３根管以上の歯内療法の算定を認

める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  大臼歯の根分岐部病変等の治療を行うために、歯根を分離した上で３根管

以上の歯内療法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１０２ 歯髄切断 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、歯髄切断の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄炎の症状によっては、歯髄の一部を切断し、歯髄を積極的に保存する

ことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１０３ 抜髄 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、抜髄の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状

態であり、この状態で、根管内の感染歯質が除去できない抜髄を行うことは

適切でないと考えられる。 

  



 

１０４ 抜髄② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、生活歯髄切断後に抜髄の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄を積極的に保存した後に、歯髄の炎症症状の拡大等により抜髄を行う

ことは臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１０５ 口腔内軟組織異物（人工物）除去術及び抜髄 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の

「Ｊ０７３ 口腔内軟組織異物（人工物）除去術 １ 簡単なもの」と抜髄の

算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  物理的要因によって歯が破折した場合等に、歯の破折片を除去し、その後、

当該歯の症状等によって抜髄を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１０６ 感染根管処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、感染根管処置の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄炎は、細菌感染による歯髄の炎症症状を示しているものの、根管内の

感染状況が明らかでないため、算定にあたっては、根管内が感染している状

況を示す傷病名の記載が適切である。 

  



 

１０７ 感染根管処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄壊死（Ｐｕエシ）」病名で、感染根管処置の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄壊死は、細菌感染によって歯髄が壊死しており、根管内の歯質が感染

している可能性が高いことから、感染根管処置を行うことが臨床上あり得る

ものと考えられる。 

  



 

１０８ 感染根管処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄壊疽（Ｐｕエソ）」病名で、感染根管処置の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感

染した状態であり、根管内の感染歯質を除去する感染根管治療を行うことが

臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１０９ 感染根管処置④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）→根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」の

移行病名で、感染根管処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  象牙質知覚過敏症が重篤な場合に、歯髄が失活し、根尖性歯周炎を引き起

こすことがあり、この場合に根管内の感染歯質を除去する感染根管処置を行

うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１１０ 加圧根管充填処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、根管充填の根管数より少ない根管数の加圧根管充填処置の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根管形態によっては、加圧根管充填処置を行わなくても緊密に充填を行う

ことが臨床上可能であるため、この場合に、根管充填及び加圧根管充填処置

の根管数が一致しない場合がある。 

  



 

１１１ 加圧根管充填処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯の脱臼による歯の再植術後に根管充填と併せて行った加圧

根管充填処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の脱臼により、歯髄が失活した場合に、歯を積極的に保存するため、歯の

再植後に根管充填と併せて加圧根管充填処置を行うことが臨床上あり得るも

のと考えられる。 

  



 

１１２ 加圧根管充填処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、電気的根管長測定検査の算定がない場合であっても、根管充

填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根管の形態によっては、電気的根管長測定検査を行わずに加圧根管充填処

置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１１３ 歯周基本治療③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｇ」病名で、同一部位に対して２回目の「Ｉ０１１ 歯周基

本治療 １ スケーリング」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  スケーリングを実施した後に、歯肉炎の症状が改善されない場合に、同一

部位にスケーリングを再度行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１１４ 歯周基本治療及び歯根端切除手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯周基本治療と歯根端切除手術の

算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周基本治療と歯根端切除手術は、それぞれ原因となる病巣が異なること

から、症状に応じて、同日に歯周基本治療と歯根端切除手術を行うことが臨

床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１１６ 歯周外科手術及び暫間固定 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同月に、別部位に対する歯周外科手術と「Ｉ０１４ 暫間固定 

１ 簡単なもの」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周外科手術後に、当該歯の歯周組織に過度に咬合圧等の負担が生じた場

合に治癒が阻害することがあり、手術とは別部位に暫間固定を行うことによ

って、咬合圧を分散し歯周組織の負担軽減を図ることが臨床上あり得るもの

と考えられる。 

  



 

１１７ 暫間固定及び暫間固定装置修理 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同月に、同一部位に対する暫間固定と暫間固定装置修理の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  暫間固定後、比較的早期に物理的要因等により装置が破損した場合に、当

該装置を修理することがあり得るものと考えられる。 

  



 

１１８ う蝕歯即時充填形成及び暫間固定 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成と暫間固定の

算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕歯即時充填形成と暫間固定は、それぞれ原因となる病巣が異なること

から、同日にう蝕歯即時充填形成と暫間固定を行うことが臨床上あり得るも

のと考えられる。 

  



 
 

１１９ 暫間固定装置修理② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯周病治療期間中に暫間固定装置(レジン連続冠固定法)に対

して、暫間固定装置修理の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病治療期間中に、歯周組織の負担軽減を図るために装着している暫間

固定装置を継続して使用するために、破損した暫間固定装置の修理を行うこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１２０ 口腔内装置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、乳歯列期の「歯ぎしり（Ｂｒｘ）」病名で、口腔内装置の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  乳歯列期の小児は、睡眠時等に生理的な歯ぎしりを行うことがあり、この

場合に口腔内装置を装着することで、歯の摩耗や歯周組織に対する過度な負

担等が軽減できると考えられる。 

  



 

１２１ 歯周治療用装置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、対顎が無歯顎の場合においても、「Ｉ０１８ 歯周治療用装置 

２ 床義歯形態のもの」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周治療用装置は、歯及び歯周組織の負担軽減を図るために装着される装

置であり、対顎が無歯顎であるか否かに関わらず装置を装着することが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



 

１２２ 歯冠修復物又は補綴物の除去③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を

認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科疾患による症状の原因が、歯冠修復物等が装着されている歯であるこ

とが明らかな場合は、画像情報は必ずしも必要でないと考えられる。 



 

１２３ 歯冠修復物又は補綴物の除去及び感染根管処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と抜

歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った

場合の「Ｉ００６ 感染根管処置 １ 単根管」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行

うために、装着されている歯冠修復物等を除去することが臨床上あり得るも

のと考えられる。 

  



 

１２４ 歯冠修復物又は補綴物の除去及び歯冠形成 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「Ｍ

００１ 歯冠形成 １ 生活歯歯冠形成」又は「Ｍ００１ 歯冠形成 ２ 失

活歯歯冠形成」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  硬組織疾患等の症状に応じて、歯冠修復物等の除去後に、同日に生活歯歯

冠形成又は失活歯歯冠形成を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１２５ 歯冠修復物又は補綴物の除去及び歯冠形成② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「Ｍ

００１ 歯冠形成 ３ 窩洞形成」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  硬組織疾患等の症状に応じて、歯冠修復物等の除去後に、窩洞形成を行う

ことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１２６ 口腔内軟組織異物（人工物）除去術及び歯冠修復物又は補綴物の除去 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の

「Ｊ０７３ 口腔内軟組織異物（人工物）除去術 １ 簡単なもの」と歯冠修

復物又は補綴物の除去の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  物理的要因によって歯が破折した場合等に、歯の破折片を除去し、その後、

当該歯の症状や根管内の感染状況等によって歯冠修復物等の除去を行うこと

が臨床上あり得るものと考えられる。 

 



 
 

１２７ 暫間固定装置の除去 

 

《令和３年２月２２日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名のみで、暫間固定装置の除去の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病に伴う歯の動揺度等の改善がみられた場合は、装置の不適合や破損

がなくても装着した暫間固定装置を除去することが臨床上あり得るものと考

えられる。 

  



 

１２８ 暫間固定装置の除去② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の亜脱臼により暫間固定装置を装着した歯の動揺度等の改善がみられた

場合は、装置の不適合や破損がなくても装着した暫間固定装置を除去するこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１２９ 有床義歯床下粘膜調整処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「義歯ハセツ」病名で、有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認

めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯床下粘膜調整処置は、有床義歯の刺激等によって有床義歯床下の

顎堤粘膜が異常を来たしている状態に行われる処置であり、算定にあたって

は、有床義歯床下粘膜の異常を示す傷病名の記載が適切である。 

  



 

１３０ 抜歯手術④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｇ」病名で、抜歯手術の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉炎は、歯肉に限局して炎症が表れているものの歯槽骨まで破壊されて

おらず、歯肉に対する治療を実施することにより歯を保存することは可能で

あることから、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。 

  



 

１３１ 抜歯手術⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ急発」病名で、「Ｊ０００ 抜歯手術 １ 乳歯」、「Ｊ

０００ 抜歯手術 ２ 前歯」又は、「Ｊ０００ 抜歯手術 ３ 臼歯」の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周炎の急性症状の原因が当該歯で、切開等を行っても症状が改善しない

場合に、疼痛等の炎症症状を軽減するために、抜歯手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



 

１３２ 抜歯手術⑥ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯肉膿瘍（ＧＡ）」病名で、抜歯手術の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉膿瘍は、辺縁歯肉や歯間乳頭部に生じた膿瘍であり、膿瘍の治療を実

施することにより、炎症症状が軽減し、歯を保存することは可能であること

から、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。 

  



 

１３３ 抜歯手術及びヘミセクション（分割抜歯） 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、処置、手術又は歯冠修復・欠損補綴後に抜歯に至った場合の、

抜歯手術又はヘミセクション（分割抜歯）の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  処置、手術又は歯冠修復・欠損補綴後に、歯又は歯周組織の症状等によっ

て、当該歯が保存できずに、抜歯手術又はヘミセクションを行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



 

１３４ ヘミセクション（分割抜歯） 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、ヘミセクション（分割抜

歯）の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  ヘミセクションは、複数根のうち保存が可能な歯根を残して分割抜歯する

手術であり、根尖性歯周炎の状態によって、一部の歯根を抜歯することが臨

床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１３５ ヘミセクション（分割抜歯）② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、ヘミセクション（分割抜歯）

の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  ヘミセクションは、歯科疾患によって歯の保存が可能な歯根を残して分割

抜歯する手術であり、歯の破折の状態によって、一部の歯根を抜歯すること

が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１３６ ヘミセクション（分割抜歯）③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、根分岐部に係る疾患がないヘミセクション（分割抜歯）の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  ヘミセクションは、歯科疾患によって歯の保存が可能な歯根を残して分割

抜歯する手術であり、根分岐部以外の病変であっても一部の歯根が保存でき

ない状態である場合は、当該手術を行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



 

１３７ ヘミセクション（分割抜歯）④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、上顎大臼歯に対するヘミセクション（分割抜歯）の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  上顎大臼歯であっても、歯の状態や歯根形態等によって、残した歯根で適

切な咬合関係が得られる場合は、ヘミセクションを行うことが臨床上あり得

るものと考えられる。 

  



 

１３８ ヘミセクション（分割抜歯）⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、第三大臼歯に対するヘミセクション（分割抜歯）の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  第三大臼歯であっても、歯の状態や歯根形態等によって、残した歯根で適

切な咬合関係が得られる場合は、ヘミセクションを行うことが臨床上あり得

るものと考えられる。 

  



 

１３９ 歯根嚢胞摘出手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名のみで、歯根嚢胞摘出手術の

算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯根嚢胞摘出手術は、根尖に発生した歯根嚢胞を摘出する手術であり、歯

根の周囲組織に細菌感染が拡大している状態を示す根尖性歯周炎で本手術を

行うことは適切でないと考えられる。 

  



 

１４０ 歯根端切除手術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名のみで、歯根端切除手術の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯根端切除手術は、病巣の発生原因となった歯根端を切除する手術である

ため、その原因が根尖性歯周炎の場合に歯根端切除手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



 

１４１ 歯の再植術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、歯の再植術の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状

態を示しているが、通常の歯内療法では根管治療が困難な場合に、歯を一時

的に抜去し、根管治療を行って再植することが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



 

１４２ 歯の再植術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、乳歯の脱臼で、歯の再植術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  乳歯であっても、脱臼後の経過時間や歯根の状態等によっては、歯の再植

術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 
 

１４３ 歯の移植手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、移植を受ける部位が「Ｐ」病名の場合であっても歯の移植手術

の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の移植を受ける部位が歯周炎であっても、歯根膜が機能していれば、歯

を移植することが十分可能であると考えられる。 

  



 

１４４ 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯槽骨鋭縁（ＳｃｈＡ）」病名で、「歯槽骨整形手術、骨瘤

除去手術」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯槽骨が鋭縁又は隆起している場合は、歯槽骨整形手術又は骨瘤除去手術

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１４５ 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、欠損部位以外に対する「歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術」の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯が残存している部位であっても、隣在歯の抜歯等に伴い歯槽骨が鋭縁又

は隆起している場合は、歯槽骨整形手術又は骨瘤除去手術を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



 

１４６ 頬、口唇、舌小帯形成術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「智歯周囲炎（Ｐｅｒｉｃｏ）」病名で、「頬、口唇、舌小帯

形成術」の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  頬、口唇、舌小帯形成術は、各小帯の位置又は形態異常に対して行われる手

術であるため、智歯周囲炎の部位や病態で、小帯の形成を行う必要性は乏し

いと考えられる。 

  



 

１４７ 頬腫瘍摘出術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「頬粘膜粘液嚢胞」病名で、「Ｊ０３３ 頬腫瘍摘出術 １ 

粘液嚢胞摘出術」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  頬腫瘍摘出術は、頬部に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術であるた

め、頬粘膜粘液嚢胞で本手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１４８ 頬粘膜腫瘍摘出術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「頬粘膜腫瘍」、「類皮嚢胞」又は「リンパ上皮性嚢胞」病名

で、頬粘膜腫瘍摘出術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  頬粘膜腫瘍摘出術は、頬粘膜に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術で

あり、頬粘膜腫瘍、類皮嚢胞又はリンパ上皮性嚢胞のいずれも頬粘膜に発生

することから、本手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１４９ 腐骨除去手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「エプーリス」病名で、「Ｊ０４７ 腐骨除去手術 １ 歯槽

部に限局するもの」の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  腐骨除去手術は、化膿性の骨髄炎等が原因により壊死した骨を除去する手

術であるため、腐骨を引き起こす状態を示す傷病名の記載が適切である。 

  



 

１５０ 腐骨除去手術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「骨髄炎」病名で、腐骨除去手術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  腐骨除去手術は、化膿性の骨髄炎等が原因により壊死した骨を除去する手

術であるため、骨髄炎で手術を実施することが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



 

１５１ 腐骨除去手術③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、欠損部位以外の場合においても腐骨除去手術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  腐骨除去手術は、化膿性の骨髄炎等の原因により壊死した骨を除去する手

術であるが、欠損部以外であっても骨髄炎等が発生した場合に、当該手術を

実施することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１５２ 腐骨除去手術④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、抜歯後、同一部位に対する「Ｊ０４７ 腐骨除去手術 １ 歯

槽部に限局するもの」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  抜歯後に、化膿性の骨髄炎等の原因により骨が壊死した場合に、腐骨除去

手術を実施することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１５３ 歯周外科手術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「薬物性歯肉炎」病名で、「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ３ 歯

肉切除手術」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  薬物性歯肉炎は、抗てんかん薬等の副作用により、歯肉が増殖・肥大してい

る状態であり、この場合は、歯肉を正常な形態に戻す歯肉切除手術を行うこ

とが適切であると考えられる。 

  



 

１５４ 歯周外科手術③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯根露出」又は「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）」病名で、「Ｊ

０６３ 歯周外科手術 ６ 歯肉歯槽粘膜形成手術 ハ 歯肉弁側方移動術」

の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯根露出又は象牙質知覚過敏症は、物理的要因に伴う限局性の歯肉退縮が

原因で発症することがあり、この場合に、退縮した根面を被覆することが臨

床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１５５ 歯周外科手術④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、上顎に対する「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ６ 歯肉歯槽粘膜

形成手術 ホ 口腔前庭拡張術」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  口腔前庭拡張術は、頬舌側の口腔前庭が浅いために、有床義歯等の補綴物

の装着等に支障が生じる場合に行われる手術であり、上顎であっても本手術

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１５６ 歯周外科手術⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「口腔前庭狭小」病名で、「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ６ 歯

肉歯槽粘膜形成手術 ホ 口腔前庭拡張術」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  口腔前庭拡張術は、頬舌側の口腔前庭が浅いために、有床義歯等の補綴物

の装着等に支障が生じる場合に行われる手術であり、口腔前庭狭小で本手術

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１５７ 伝達麻酔③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、下顎臼歯部の歯周外科手術を行うにあたって伝達麻酔の算定

を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  手術を行う部位や周囲組織の広範囲に麻酔が必要な場合は、下顎臼歯部及

びその周囲組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待

できる。 

  



 

１５８ 伝達麻酔④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 １ 智歯周囲炎の歯肉弁切除

等」を行うにあたって伝達麻酔の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  炎症症状があり浸潤麻酔が比較的奏効しにくい場合等は、下顎臼歯部及び

その周囲組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待で

きる。 

  



 

１５９ 伝達麻酔⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名で、下顎臼歯部の抜歯手術を行うにあたって伝達麻

酔の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  手術を行う部位や周囲組織の広範囲に麻酔が必要な場合は、下顎臼歯部及

びその周囲組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待

できる。 

  



 

１６０ 歯冠修復 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、ヘミセクション後、歯内療法の算定がない歯冠修復の算定を

認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  ヘミセクション後の根管の状態によっては、歯内療法を要せずに歯冠修復

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１６１ 窩洞形成、う蝕歯即時充填形成及びう蝕歯インレー修復形成 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）→歯髄炎（Ｐｕｌ）」の移行病名で、「う蝕（Ｃ）」

に対する窩洞形成、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成の算定

を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の状態によって、歯髄炎に至ったとしても、それ以前に歯の実質欠損を

回復するために、う蝕に対する窩洞形成、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯イ

ンレー修復形成を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１６２ 歯冠形成及び充填 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、「Ｍ００１ 歯冠形成 ３ 窩

洞形成」及び充填の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の破折の程度によって、歯の実質欠損を回復するために窩洞形成及び充

填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

○ 留意事項 

  歯冠形成から装着までの間の「ＦｒＴ」に対しては認められない。 

  



 

１６３ 歯冠形成及び充填② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕薬物塗布処置を行った歯に対する「Ｍ００１ 歯冠形成 

３ 窩洞形成」及び充填の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置後に、う蝕の症状が改善せずに、窩洞形成及び充填を行

うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１６４ 支台築造② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）」病名で、支台築造の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕による歯の実質欠損が大きい場合に、支台築造を行うことで、補綴物

の装着のための歯冠形態を回復させることが臨床上あり得るものと考えられ

る。 

  



 

１６５ 支台築造印象 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、根管充填前の支台築造印象の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  根管充填前に支台築造印象を実施した場合は、築造物の適合性が確保され

ないことから、適切でないと考えられる。 

  



 

１６６ リテイナー及びテンポラリークラウン 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対するリテイナーとテンポラリークラウ

ンの算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  リテイナーは、支台歯の保護等のためにブリッジ装着までの間暫間的に装

着されるものであり、一方で、テンポラリークラウンは、前歯部の歯冠補綴物

を装着するまでの間暫間的に装着されるものであることから、同一部位に対

して各々を装着することは考えにくい。 

  



 

１６７ 装着 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同一部位に対して築造物の脱離と歯冠修復物の脱離による再

装着を行った場合において、各々の装着の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  メタルコア等の築造物や歯冠修復物がそれぞれ脱離した場合に、再装着を

それぞれ行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１６８ 仮床試適 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、増歯での有床義歯修理に対する仮床試適の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  増歯が必要な有床義歯の修理時に、顎堤が著しく吸収し、咬合関係の再現

が難しい場合等においては、仮床試適を行ってから人工歯を排列することが

臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１６９ 充填 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「脱離」の病名のみで、充填の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  脱離で再装着を行った部位に対して、他に症状が表れていない状態に充填

を行う必要性は乏しいと考えられる。 

  



 

１７０ 充填② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「疑い」の病名で、充填の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  充填はう蝕等によって歯の実質欠損が生じた場合に行われる治療であり、

充填にあたっては、歯の実質欠損を示す傷病名の記載が適切である。 

  



 

１７１ 充填③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、小児保隙装置（バンドループ）装着部位に対する充填の算定を

認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  小児保隙装置の適合性を確保するために、歯の実質欠損部に充填を行うこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１７２ 有床義歯 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯周病安定期治療期間中の有床義歯の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病安定期治療は、４ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに

対して一時的に安定している状態にある場合に行われる治療であり、歯周組

織が安定している状況で、有床義歯を製作することが臨床上あり得るものと

考えられる。 

  



 

１７３ 有床義歯② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、１歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯の算定

を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  支台歯や顎堤等の状態によっては、１歯の残根上に有床義歯を製作した場

合であってもその機能が十分に発揮できるものと考えられる。 

  



 

１７４ バー 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、有床義歯修理時に使用した「Ｍ０２３ バー １ 鋳造バー」

及び「Ｍ０２３ バー ２ 屈曲バー」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯の破損状況によっては、有床義歯を修理する時に、鋳造バーや屈

曲バーを使用することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１７５ 有床義歯修理 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「口腔褥瘡性潰瘍（Ｄｕｌ）」病名で、有床義歯修理の算定を

認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  「口腔褥瘡性潰瘍（Ｄｕｌ）」は、有床義歯によって顎堤粘膜に褥瘡が生じ

た状態であるため、有床義歯修理の算定にあたっては、修理を必要とする傷

病名の記載が適切である。 

  



 

１７６ 有床義歯内面適合法 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「義歯ハソン」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯内面適合法は、義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床

裏装を行う治療であることから、義歯の破損で当該治療を行うことは適切で

ないと考えられる。 

  



 

１７７ 有床義歯内面適合法② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「低位咬合」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯内面適合法は、義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床

裏装を行う治療であることから、低位咬合で当該治療を行うことは適切でな

いと考えられる。 

  



 

１７８ 有床義歯内面適合法③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、１歯又は２歯欠損の有床義歯に対する有床義歯内面適合法の

算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  １～２歯欠損であっても、有床義歯の適合状態によっては、義歯床の粘膜

面を一層削除し、床裏装を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 



 

１７９ 歯科疾患管理料③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、他の病名がなく、乳歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科

疾患管理料の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  口腔を一単位としてとらえ、抜歯対象となった当該歯のみに限らず、生活

習慣、口腔環境の改善を図る継続管理を評価した歯科疾患管理料の主旨から

当該管理料の算定は認められる。 

 

○ 留意事項 

  歯科疾患管理料の管理の継続性や必要性に基づき判断することが必要であ

ると思われる。 

  



 

１８０ 顎運動関連検査③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、訪問診療時の顎運動関連検査の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  訪問診療を行う患者であっても、姿勢が保持できる状態であれば、上下顎

の位置関係や下顎の運動経路を正確に把握することが可能である。 

  



 

１８１ 細菌培養同定検査＜医科点数表＞ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「カンジダ性口角びらんの疑い」病名で、「Ｄ０１８ 細菌培

養同定検査 １ 口腔、気道又は呼吸器からの検体」＜医科点数表＞の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  確定診断を行う上で、原因を特定するために細菌培養同定検査を行うこと

が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１８２ 細菌培養同定検査＜医科点数表＞② 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「舌膿瘍」病名で、「Ｄ０１８ 細菌培養同定検査 １ 口腔、

気道又は呼吸器からの検体」＜医科点数表＞の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  確定診断を行う上で、原因を特定するために細菌培養同定検査を行うこと

が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１８３ う蝕処置③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の亜脱臼」病名で、う蝕処置の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の亜脱臼は、外傷等によって歯が不完全に脱臼し動揺している状態を示

しているため、算定にあたっては、う蝕処置が必要とされる傷病名の記載が

適切である。 

  



 

１８４ う蝕処置及び知覚過敏処置 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対するう蝕処置と知覚過敏処置の算定を

認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  同一歯にう蝕と知覚過敏症が生じている場合は、それぞれに対する処置を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１８５ 咬合調整⑥ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｍ０１０ 金属歯冠修復 ３ ５分の４冠（小臼歯）」製作

時において、「Ｍ００１ 歯冠形成 １ 生活歯歯冠形成」又は「Ｍ００１ 

歯冠形成 ２ 失活歯歯冠形成」算定前の咬合調整の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯冠形成前であっても、歯の支持組織の負担軽減等を図るために咬合調整

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１８６ 咬合調整⑦ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「転位歯」病名で、歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  転位歯であっても、歯が萌出している位置によって歯又は歯周組織に過重

圧がかかるため、この場合に負担軽減を図るために歯冠形態修正を行うこと

が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１８７ 歯髄保護処置及び歯髄切断 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯髄保護処置後、同一部位に対する歯髄切断の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄保護処置後に歯髄炎の症状が改善しない場合は、症状に応じて歯髄の

一部を切断し、積極的に保存することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１８８ 知覚過敏処置④ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同月に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯イ

ンレー修復形成後の知覚過敏処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後に、象牙質に疼痛が発

現した場合は、疼痛の軽減を図るために知覚過敏処置を行うことが臨床上あ

り得るものと考えられる。 

 

○ 留意事項 

  う蝕歯インレー修復形成を算定した部位のインレー装着と同時に行う場合

を除く。 

  



 

１８９ 知覚過敏処置及びフッ化物歯面塗布処置 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する知覚過敏処置とフッ化物歯面塗布

処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  同一歯にう蝕と知覚過敏症が生じている場合は、それぞれに対する処置を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１９０ う蝕薬物塗布処置⑥ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後のう蝕薬

物塗布処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後に、二次う蝕が発生し

た場合等は、う蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられ

る。 

  



 

１９１ 初期う蝕早期充填処置③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、第三大臼歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  第三大臼歯であっても歯を保存するために、う蝕の進行を抑制する目的で

初期う蝕早期充填処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１９２ 感染根管処置⑤ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、生活歯髄切断後の感染根管処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄を積極的に保存した後に、細菌感染が歯髄から根管内の象牙質に波及

した場合は感染根管処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

１９３ 感染根管処置⑥ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）→根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」の移行病名で、う蝕

歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の感染根管処置の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後であっても、細菌感染

が歯髄から根管内の象牙質に波及した場合は感染根管処置を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



 

１９４ 感染根管処置⑦ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、ヘミセクション前に「抜歯を前提として急性症状の消退を図

ることを目的とした根管拡大」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  抜歯を前提とした急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大後、ヘ

ミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 
 

１９５ 歯周病処置③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯周外科手術を行った部位に対する歯周病処置の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周外科手術を行った部位が急性症状を呈する場合は、歯周病処置を行う

ことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

○ 留意事項 

  診療状況が不明な場合等は必要に応じて医療機関に対して照会を行い個々

の症例により判断する必要がある。 

  



 

１９６ 歯周基本治療④ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同一日に、同一部位に対する「Ｍ００１ 歯冠形成 １ 生活

歯歯冠形成」又は「Ｍ００１ 歯冠形成 ２ 失活歯歯冠形成」と「Ｉ０１１ 

歯周基本治療 １ スケーリング」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  早期に口腔機能の回復が必要な場合等は、歯冠形成と同日にスケーリング

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 
 

１９７ 歯周基本治療⑤ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

《令和４年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、 永久歯代行の乳歯に対する「Ｉ０１１ 歯周基本治療 ２ 

スケーリング・ルートプレーニング」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  後継永久歯が存在しない乳歯を長期間保存させるために、歯周病の状態に

より、スケーリングのみならずスケーリング・ルートプレーニングを行うこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。 



 

１９８ 暫間固定④ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、「Ｉ０１４ 暫間固定 ２ 困

難なもの」の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の破折のみでは、歯を固定する必要性は乏しいと考えられる。 

  



 

１９９ 歯冠修復物又は補綴物の除去④ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、抜髄又は感染根管処置算定後の同一部位に対する歯冠修復物

又は補綴物の除去の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  抜髄又は感染根管処置後の症状に応じて、歯冠修復物又は補綴物の除去を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２００ 歯冠修復物又は補綴物の除去⑤ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯冠修復物又は補綴物の除去後に抜歯に至った場合の歯冠修

復物又は補綴物の除去の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯冠修復物又は補綴物の除去後に、歯又は歯周組織の症状等によって、当

該歯が保存できずに抜歯手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２０１ 有床義歯床下粘膜調整処置③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、抜歯手術後に有床義歯を装着した部位に対する１月以内の有

床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯の装着から１月以内であっても、抜歯手術によって顎堤が変化す

ることがあり、有床義歯の装着により床下粘膜に異常を来たした場合は、有

床義歯床下粘膜調整処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２０２ 機械的歯面清掃処置 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ急発」病名で、機械的歯面清掃処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病の急性症状を呈する場合であっても、炎症の原因となる歯垢除去等

のために当該処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２０３ フッ化物歯面塗布処置② 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対するフッ化物歯面塗布処

置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置後に他歯面に初期う蝕が発生した場合は、フッ化物歯面

塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２０４ 抜歯手術⑦ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「低位歯」病名で、抜歯手術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  低位歯が原因により、歯列や咬合関係に異常が生じる場合等は抜歯手術を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２０５ 抜歯手術⑧ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「智歯周囲炎（Ｐｅｒｉｃｏ）、水平埋伏智歯（ＨＩＴ）」に

対して、「Ｊ０００ 抜歯手術 ４ 埋伏歯」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  水平埋伏智歯であっても、細菌感染により智歯周囲炎を起こすことがある。 

  



 

２０６ ヘミセクション（分割抜歯）⑥ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、画像診断の算定がないヘミセクション（分割抜歯）の算定を認

める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  視診や歯周病検査によって、根分岐部病変が確認できる場合は、画像診断

を行わずにヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２０７ 歯の再植術③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  「歯の亜脱臼」であっても、元の位置に歯が復元できない場合等は、歯の再

植術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２０８ 歯の移植手術② 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、移植する歯が「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名の歯の移植手術

の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根尖性歯周炎であっても、歯根膜が機能していれば、歯を移植することが

可能であると考えられる。 

  



 

２０９ 歯の移植手術③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、移植する歯が「Ｐ」病名の歯の移植手術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周炎であっても、歯根膜が機能していれば、歯を移植することが可能で

あると考えられる。 

  



 

２１０ 口腔内消炎手術④ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「永久歯萌出不全（ＩＰＴ）」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消

炎手術 １ 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  永久歯の萌出のため、被覆粘膜を切開する開窓術を行うことが臨床上あり

得るものと考えられる。 

  



 

２１１ 口腔内消炎手術⑤ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、隣接する歯に対する異日の口腔内消炎手術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  急性症状を起こしている部位が頬側と舌側で術野が異なる場合や同一術野

であっても膿瘍が再形成される場合などは、隣接する歯であっても、異日に

口腔内消炎手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

○ 留意事項 

  診療状況が不明な場合等は必要に応じて医療機関に対して照会を行い個々

の症例により判断する必要がある。 

  



 

２１２ 口腔内消炎手術⑥ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ、歯肉膿瘍（ＧＡ）」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手

術 ２ 歯肉膿瘍等」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



 

２１３ 口腔内消炎手術⑦ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｇ、歯肉膿瘍（ＧＡ）」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手

術 ２ 歯肉膿瘍等」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



 

２１４ 口腔内消炎手術⑧ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）、歯肉膿瘍（ＧＡ）」に対して、「Ｊ

０１３ 口腔内消炎手術 ２ 歯肉膿瘍等」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



 

２１５ 口腔内消炎手術⑨ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯冠周囲炎、歯肉膿瘍（ＧＡ）」に対して、「Ｊ０１３ 口

腔内消炎手術 ２ 歯肉膿瘍等」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



 

２１６ 口腔内消炎手術⑩ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「萌出性歯肉炎、歯肉膿瘍（ＧＡ）」に対して、「Ｊ０１３ 口

腔内消炎手術 ２ 歯肉膿瘍等」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



 

２１７ 口腔内消炎手術⑪ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「智歯周囲炎（Ｐｅｒｉｃｏ）、歯槽膿瘍（ＡＡ）」に対して、

「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 ３ 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯槽部に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



 

２１８ 口腔内消炎手術⑫ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）、歯槽膿瘍（ＡＡ）」に対して、「Ｊ

０１３ 口腔内消炎手術 ３ 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯槽部に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



 

２１９ 埋伏歯開窓術 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、第三大臼歯に対する埋伏歯開窓術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  第三大臼歯の萌出のため、歯槽骨及び被覆粘膜を切除する埋伏歯開窓術を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２２０ 創傷処理 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ３ 歯肉切除手術」後の後出血処

置として実施した「Ｊ０８４ 創傷処理 ４ 筋肉、臓器に達しないもの（長

径５センチメートル未満）」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉切除手術後に出血を起こし圧迫等により止血できない場合は、後出血

処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

○ 留意事項 

  後出血により再度来院した場合に限る。 

  



 

２２１ 静脈内鎮静法 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、難抜歯手術（難抜歯加算）を行うにあたって、静脈内鎮静法の

算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  難抜歯手術時に精神的な緊張感を緩和する必要がある場合等は、当該手術

に静脈内鎮静法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２２２ 歯冠修復② 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯周外科手術後の「Ｄ００２ 歯周病検査 ２ 歯周精密検

査」又は歯周病部分的再評価検査の算定がない歯冠修復の費用の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周精密検査又は歯周病部分的再評価検査以外の方法で歯周組織の安定が

確認できれば、歯冠修復を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２２３ 歯冠形成から装着 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、実日数１日でレジンインレーに係る「Ｍ００１ 歯冠形成 ３ 

窩洞形成」から装着までの一連の費用の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  レジンインレーは、印象採得後に鋳造等の技工操作が発生しないことから、

実日数１日で窩洞形成から装着まで行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



 

２２４ 印象採得又は咬合採得と仮床試適 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、印象採得又は咬合採得と仮床試適の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  一日二度来院等の診療状況によっては、同日に、咬合採得後の仮床試適又

は仮床試適後の印象採得を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２２５ 金属歯冠修復 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、インレーブリッジを装着していた部位に、全部金属冠による

ブリッジ再製作の費用の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  インレーブリッジ装着後に、二次う蝕によって適合性が不良となった場合

等は、全部金属冠によるブリッジを再製作することが臨床上あり得るものと

考えられる。 

  



 

２２６ 有床義歯③ 

 

《令和３年９月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「鉤（Ｃｌ）ハセツ」病名で、有床義歯の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯の製作にあたっては、義歯が必要とされる傷病名の記載が適切で

ある。 

 



 

２２７ う蝕処置④ 

 

《令和４年２月２８日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、う蝕処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の破折によって生じた実質欠損に対し、当該歯の経過を観察するために

暫間充填によるう蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



 

２２８ 機械的歯面清掃処置② 

 

《令和４年２月２８日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、休日、時間外又は深夜に行った、処置又は手術と同日の機械的

歯面清掃処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  休日等であっても、口腔内環境の改善や再発防止等のために、処置又は手

術と同日に機械的歯面清掃処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられ

る。 

 

○ 留意事項 

  同一歯に対して手術と機械的歯面清掃処置が行われている場合においては、

個々の症例により判断する必要がある。 



  

２２９ う蝕処置⑤ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「残根（Ｃ４）」病名で、う蝕処置の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  残根状態の歯に対して、軟化象牙質の除去や根管への細菌感染の進行を防

止するために、う蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２３０ う蝕処置⑥ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「酸蝕症（Ｅｒｏ）」病名で、う蝕処置の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  酸蝕症により疼痛等の症状を有する場合は、当該歯の経過を観察するため

にう蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２３１ う蝕処置⑦ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯質くさび状欠損（ＷＳＤ）」病名で、う蝕処置の算定を認

める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯質くさび状欠損により疼痛等の症状を有する場合は、当該歯の経過を観

察するために暫間充填によるう蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考

えられる。 

  



  

２３２ う蝕処置⑧ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯髄切断の前日以前に行われたう蝕処置の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄切断前に歯髄の炎症症状を軽減するためにう蝕処置を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



  

２３３ 暫間固定⑤ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯槽骨骨折」病名で、「Ｉ０１４ 暫間固定 ２ 困難なも

の」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  外傷による歯槽骨骨折が生じた場合は、歯の動揺を起こすことから、この

場合に暫間固定を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２３４ 抜歯手術⑨ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「転位歯」病名で、抜歯手術の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  転位歯が原因により、歯列や咬合関係に異常が生じる場合等は抜歯手術を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２３５ 抜歯手術⑩（難抜歯加算） 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  Ｐ病名であっても、抜歯手術を行う歯が歯根肥大、骨の癒着歯又は歯根彎

曲等を生じている場合は、骨の開さく又は歯根分離等を行うことが臨床上あ

り得るものと考えられる。 

  



  

２３６ 抜歯手術⑪（難抜歯加算） 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ急発」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  Ｐ急発病名であっても、抜歯手術を行う歯が歯根肥大、骨の癒着歯又は歯

根彎曲等を生じている場合は、骨の開さく又は歯根分離等を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



  

２３７ 抜歯手術⑫（難抜歯加算） 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「半埋伏歯（ＨＲＴ）」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  半埋伏歯病名であっても、抜歯手術を行う歯が歯根肥大、骨の癒着歯又は

歯根彎曲等を生じている場合は、骨の開さく又は歯根分離等を行うことが臨

床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２３８ 抜歯手術⑬（難抜歯加算） 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「水平智歯（ＨＥＴ）」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  水平智歯病名であっても、抜歯手術を行う歯が歯根肥大、骨の癒着歯又は

歯根彎曲等を生じている場合は、骨の開さく又は歯根分離等を行うことが臨

床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２３９ 抜歯手術⑭（難抜歯加算） 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「矮小歯」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  矮小歯病名であっても、抜歯手術を行う歯が歯根肥大、骨の癒着歯又は歯

根彎曲等を生じている場合は、骨の開さく又は歯根分離等を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



  

２４０ 口腔内消炎手術⑬ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯冠周囲炎」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 １ 智

歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯冠周囲の被覆粘膜に炎症症状を呈する場合は、症状を軽減するために被

覆粘膜を切開することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２４１ 口腔内消炎手術⑭ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「智歯周囲炎（Ｐｅｒｉｃｏ）」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内

消炎手術 １ 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  智歯周囲の被覆粘膜に炎症症状を呈する場合は、症状を軽減するために被

覆粘膜を切開することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２４２ 口腔内消炎手術⑮ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、第三大臼歯以外の歯に対する「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 １ 

智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  第三大臼歯以外であっても、歯冠周囲の被覆粘膜に炎症症状を呈する場合

は、症状を軽減するために被覆粘膜を切開することが臨床上あり得るものと

考えられる。 

  



  

２４３ 口腔内消炎手術⑯ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、生歯困難に対する「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 １ 智歯周

囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  生歯困難が原因で当該部位周囲の被覆粘膜に炎症症状を呈する場合は、症

状を軽減するために被覆粘膜を切開することが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



  

２４４ 口腔内消炎手術⑰ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、萌出不全に対する「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 １ 智歯周

囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  萌出不全が原因で当該部位周囲の被覆粘膜に炎症症状を呈する場合は、症

状を軽減するために被覆粘膜を切開することが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



  

２４５ 口腔内消炎手術⑱ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「未萌出歯」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 １ 智歯

周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  未萌出歯の歯冠部の一部露出が原因で歯冠周囲の被覆粘膜に炎症症状を呈

する場合は、症状を軽減するために被覆粘膜を切開することが臨床上あり得

るものと考えられる。 

  



  

２４６ 口腔内消炎手術⑲ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、乳歯の「歯肉膿瘍（ＧＡ）」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消炎

手術 ２ 歯肉膿瘍等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  乳歯の周囲歯肉に膿瘍が形成されている場合は、症状を軽減するために歯

肉の切開排膿を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２４７ 口腔内消炎手術⑳ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「蜂窩織炎」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 ３ 骨膜

下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  根尖病巣等が原因で、顎骨から周囲の口腔底や顎下部に波及した場合は、

膿瘍の症状を軽減するために骨膜下の切開排膿を行うことが臨床上あり得る

ものと考えられる。 

  



  

２４８ 口腔内消炎手術㉑ 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「眼窩下膿瘍」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 ３ 骨

膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  根尖病巣等による膿瘍が原因で、上顎洞から眼窩下に波及した場合は、膿

瘍の症状を軽減するために口蓋の切開排膿を行うことが臨床上あり得るもの

と考えられる。 

  



  

２４９ 吸入鎮静法 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、根管貼薬時の吸入鎮静法の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  根管貼薬時であっても、歯科治療時の不安感を緩和するために吸入鎮静法

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



  

２５０ 装着及び仮床試適 

 

《令和４年８月２９日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、仮床試適及び装着の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  医療機関内で歯科技工を行う等の短時間で有床義歯の製作が可能な場合は、

仮床試適と同日に新製有床義歯の装着を行うことが臨床上あり得るものと考

えられる。 

 



 
 

２５１ 口腔内装置調整 

 

《令和６年２月２６日新規》 

《令和６年９月３０日更新》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「顎関節症」病名のみで「Ｉ０１７－２ 口腔内装置調整・修

理 １ 口腔内装置調整 ハ 口腔内装置調整３」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  顎関節症の治療において装着した顎関節治療用装置を調整することにより、

疼痛の軽減や開口障害の改善等を図ることが臨床上あり得るものと考えられ

る。 



  

２５２ 投薬③ 

 

《令和６年９月３０日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名に対するスケーリング・ルートプレーニングを行う

前の抗菌薬の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  感染性心内膜炎の高度リスク患者等に対して、スケーリング・ルートプレ

ーニングによる菌血症を抑制するため、当該処置を行う前に抗菌薬を投与す

る場合がある。 

 

○ 留意事項 

  「Ｐ」病名に対するスケーリング・ルートプレーニングを行う前の抗菌薬の

算定が傾向的にみられる場合等、診療状況が不明な場合は必要に応じて医療

機関に対して照会を行い個々の症例により判断する必要がある。 



  

２５３ 歯冠形成から装着② 

 

《令和７年２月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、実日数１日でＣＡＤ／ＣＡＭ冠に係る「Ｍ００１ 歯冠形成 

１ 生活歯歯冠形成 ロ 非金属冠」又は「Ｍ００１ 歯冠形成 ２ 失活

歯歯冠形成 ロ 非金属冠」から装着までの一連の費用の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  ＣＡＤ／ＣＡＭ冠は、印象採得後に鋳造等の技工操作が発生しないことか

ら、実日数１日で歯冠形成から装着まで行うことが臨床上あり得るものと考

えられる。 



  

２５４ 歯冠形成から装着③ 

 

《令和７年２月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、実日数１日でＣＡＤ／ＣＡＭインレーに係る「Ｍ００１ 歯

冠形成 ３ 窩洞形成 ロ 複雑なもの」から装着までの一連の費用の算定

を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  ＣＡＤ／ＣＡＭインレーは、印象採得後に鋳造等の技工操作が発生しない

ことから、実日数１日で窩洞形成から装着まで行うことが臨床上あり得るも

のと考えられる。 
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